
令和６年度
「アルコール関連問題啓発週間」の取組について

千葉県、相談拠点機関、治療拠点機関

（資料２）



１．「アルコール関連問題啓発週間」の取組

２

• アルコール関連問題啓発週間」については、アルコール健康障害対策基本法（平成
年法律第 号）第１０条により、１１月１０日から１１月１６日までをその期

間とし、国及び地方公共団体は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事
業が実施されるよう努めるものとされている。

• 当県においても啓発週間の周知や
市民公開講座等を開催する。



２．県の取組①

（１）県庁ホームページへの掲載

精神保健福祉センターの

ホームページにて、啓発週間の周知。

（２）県広報 （旧 ）での周知

１１月１０日（日）に

県公報 で上記ホームページを周知。

【 月 日～ 日は「アルコール関連問題啓発週間」です】

自分の意志ではお酒の飲み方をコントロールできなくなってしまう
アルコール依存症。
精神保健福祉センターでは、アルコール健康障害関連問題相談会
などを実施しています。詳細は をご覧ください。

３



２．県の取組②

（３）ポスターの掲示、リーフレット等の配布

啓発ポスターを掲示

・ 県庁内（庁舎内にパネル展示）

・ 県庁内事業関係課、各関係機関

・ 精神保健福祉センター

・ 保健所

・ 市町村等の関係機関

⇒小冊子「それって依存症？？」等を配布。



２．県の取組③（相談拠点機関企画）

（４）依存症問題を抱える家族のための動画配信 配信）

内容：「依存問題における家族の対応」

（講師）独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター三原 聡子 氏

方法： 千葉県公式セミナーチャンネルで配信

（５）淑徳大学学園祭（ ）における

展示企画への参加

内容：「それって、依存症？」の展示ブースにて

依存症クイズラリー

飲酒ゴーグル体験等を実施。

参加者
名



２．県の取組④（治療拠点機関企画）

（６）市民公開講座の開催（治療拠点機関にて実施）

日時：令和６年１１月９日（土）１３：３０～１６：３０

場所：船橋北病院（船橋市金堀町５２１－３６）

内容：医療講演、当事者と家族の話、演舞（千葉ダルク）

☆千葉県断酒連合会との連携した開催 参加者
名



３．厚労省ホームページ

・啓発週間

（参考）厚生労働省アルコール健康障害対策

アルコール健康障害対策｜厚生労働省

７


